
  

新宿ゴールデン街 
     まちづくりニュース 
 

                         

去る平成 29 年１月 16 日(月)、新宿区役所本庁舎

にて第１回協議会が開催され、「新宿ゴールデン街ま

ちづくり協議会」が設立されました。 

まちの風情の継承と防災性向上を両立させるた

め、地元の４つの組織と区の協働によるまちづくり

の検討が進められることになります。これを契機に

まちの発展が期待されます。 

新宿ゴールデン街は、昭和の風情が残る魅力ある飲食店街とし

て親しまれ、常連には著名な文化人も多く、近年は訪日外国人の

人気観光スポットとしても脚光を浴びています。 

一方で、地区内の密集した木造建築物や狭隘道路等の防災上の

課題も抱えています。 

 

裏面「新宿ゴールデン街まちづくり協議会」とは？ 

第１回協議会の様子 

“新宿ゴールデン街まちづくり協議会”が設立されました 

[新宿ゴールデン街まちづくり協議会 事務局] 

 新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課（担当：仁瓶、牛久保、崎山） 

〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 新宿区本庁舎８階 

電話：03－5273－3843 FAX：03-3209-9227 

                       E-mail：:keikan@city.shinjuku.lg.jp 

お問合せ 

新宿ゴールデン街まちづくり 

二次元バーコード 

現在、新たに組織された防災自治組織を中心に、防災訓練等のソフト

面での防災力を上げる取組みが強化されたところですが、建物やまちの

防災性向上を推進することも重要なテーマです。 

こうした経緯から、まちの風情を継承しつつ防災性を高めたまちづく

りを地元の皆さまで検討、推進していくため、「新宿ゴールデン街まちづ

くり協議会」を発足させることとなりました。 

※『昭和の東京１ 新宿区 2013』より 
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氏名 所属団体・組織等 

松村 ふく江 三光事業組合 

松村 武 三光事業組合 

大久保 喜代江 三光事業組合 

薄井 敏郎 三光事業組合・新宿三光商店街振興組合 

石川 雄也 新宿三光商店街振興組合 

伊東 香穂里 新宿三光商店街振興組合 

和田山 名緒 新宿三光商店街振興組合 

柴田 秀勝 花園街商業協同組合 

中山 富代 花園街商業協同組合 

金井 誠 花園街商業協同組合 

外波山 文明 新宿ゴールデン街商業組合 

五十嵐 昇 新宿ゴールデン街商業組合 

 

    

  

    

会員一覧 

本協議会は、新宿ゴールデン街の将来像やまちづくりの方向性を検討・実現するための協議体です。地

区を代表する４つの組合を中心に設立準備が進められ、平成 29 年 1月 16 日(月)の第１回協議会をもっ

て正式に発足しました。 

新宿ゴールデン街まちづくり協議会とは？ 

協議会の検討内容は、まちづくりニュースで

お知らせしていきます。 

ご意見やご質問がございましたら、事務局(表

面参照)までお寄せ下さい。 

また、協議会には地区内４組合の代表の方が

会員として参加されていますので、お困りのこ

と等がございましたら、ご相談下さい。 

去る 1 月 25日(水)、地区内の道路幅員や建物

状況の現地調査を実施いたしました。 

ご協力いただいた方には、この場を借りてお

礼申し上げます。調査結果は、協議会の中で今

後の検討に活用される予定です。 

調査のご協力ありがとうございました 

今後は年４回程度、協議会を開催し、平成 29 年

度はまちの課題の整理や、将来像について検討して

いきます。 

協議会での検討内容については、平成 29 年度末

に地区の皆さまに向けて中間報告を行う予定です。 

H28 年度 

H29 年度 

H30 年度 
以降 

・協議会の設立 

・まちの現況の整理 

・まちの課題の共有 

・まちの将来像の共有 

☆協議会の検討内容について 

中間報告（予定） 

・具体的な課題の解決方策 
 

役員一覧 会長   薄井 敏郎 
副会長 石川 雄也、柴田 秀勝、外波山 文明 

目的 新宿ゴールデン街の魅力を活かしつつ、防災に配慮したまちづくりの検討とその実現 

新宿区歌舞伎町一丁目１番地２号から１０号（下図参照） 

①まちづくりに必要な調査、研究 

②権利者への情報提供 

③意見の反映、ルール等の検討及び作成 

④その他まちづくりに必要な検討及び実施 

対象区域 

活動 

対象区域図 


